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資産・債務改革のフォローアップについて
（保有する財産の活用や処分に関する基本方針）



○ 統一的な基準による地方公会計の整備に伴い、固定資産台帳がほぼ全ての地方公共団体において作成された
（平成31年３月末時点で全団体の99.4%）ことを踏まえ、今後は、固定資産台帳を適切に更新し、精緻化を図るととも
に、資産管理等に活用していくことが重要。

○ 資産の中でも、用途廃止された資産や売却可能資産等については、効率的な運用や売却等により、利用の最適
化を図るとともに、将来の維持管理等に係る負担を軽減することが求められる。
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保有する財産の活用や処分に関する基本方針について

○ 現時点で何団体において基本方針等が作成され、必要に応じて改訂が行われているのか、また、どのような内容
が定められているのか等について把握する必要がある。

○ 既に策定・公表している団体の基本方針等については、総務省ＨＰにリンク集を作成するとともに、基本方針等を
作成していない団体については、公共施設等総合管理計画等を踏まえ、必要に応じて基本方針等の策定又は改訂
を促すことも必要。

○ 「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」（平成18年法律第47号）第62条第１項におい
て、その地域の実情に応じ、「資産及び債務に関する改革の方向性並びに当該改革を推進するための具体的な施策」
を策定するよう努めることとされている。

○ 総務省では、「地方公共団体における行政改革の更なる推進のための指針の策定について」（平成18年８月31日付総
務事務次官通知。以下「平成18年通知」という。）において、各地方公共団体に対し、「未利用財産の売却促進や資産の
有効活用等を内容とする資産・債務改革の方向性と具体的な政策を３年以内に策定する」よう要請。

【最近の動き】

○ 「経済・財政再生計画改革工程表2017改定版」（平成29年12月経済財政諮問会議）において、「固定資産台帳が整備
され保有する財産の状況が網羅的に把握された時点で、保有する財産の活用や処分に関する基本方針について検討」
することとされている。

○ また、「新経済・財政再生計画改革工程表2018」（平成30年12月経済財政諮問会議）において、 「総務省ＨＰにおいて、
各地方公共団体が公表している（中略）保有する財産の活用や処分に関する基本方針へのリンク集を作成」することと
されている。

現状及び課題

これまでの経緯



経済・財政再生計画改革工程表2017改定版（平成29年(2017年)12月21日 経済財政諮問会議）（抜粋）

2



新経済・財政再生計画改革工程表2018（平成30年(2018年）12月20日 経済財政諮問会議）（抜粋）
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資産・債務改革の状況（地方公共団体への状況調査）
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Ⅰ. 保有する財産の活用や処分に関する基本方針等の策定

①保有する財産の活用や処分に関する基本方針等の策定状況

②策定年度、最終改訂年度。今後の改訂予定。

③具体的な施策（民間企業等への売却・貸付、PPP/PFI、ネーミングライツ売却 等）

④策定の予定がない場合の理由（対象となる資産がない・少ない、人員や予算不足により策定が困難 等）

Ⅱ. 保有する財産の把握及び管理等の状況

①保有する財産の主な管理方法（固定資産台帳、公有財産台帳及び各種法定台帳、固定資産台帳と公有財産台帳の機

能を一体化した台帳、施設白書や施設カルテ等のデータを別途作成 等）

②各台帳を管理する担当部局（管財担当部局、会計担当部局、財産所管部局毎 等）

③固定資産台帳における売却可能資産等の把握及び管理（売却可能区分を明示、用途欄等により未利用資産であること

が判別可、活用を検討している資産についてフラグ等により区別 等）

④売却可能資産や活用を検討している資産等に関する情報の開示状況（売却可能区分付きの固定資産台帳を開示、HP

に掲載、民間企業等のポータルサイトに掲載、新聞等に掲載、広報誌等に掲載、説明会を開催 等）

⑤財務書類の「注記」への「売却可能資産に係る資産科目別の金額及びその範囲」の記載状況

Ⅲ. 保有する財産の活用や処分に関する取組状況

①保有する財産の活用や処分を検討するための組織の有無、組織形態。（常設組織、関係部署で構成する検討会議 等）

②過去に実際に講じた取組（民間企業等への売却・貸付、PPP/PFI、ネーミングライツの売却 等）

③今後の保有する財産の活用や処分に関する見通し（予定なし：対象資産が少ない・処理済み、予定あり：対象資産が多く

ある・今後の統廃合等により増加見込 等）

保有する財産の活用や処分に関する取組状況調査の質問項目案
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